
■
対
象
／
小
学
校
３
～
６
年
生

■
日
時
／
10
月
25
日
㈬
・
27
日
㈮
、
18
時

　

40
分
～
20
時
ま
で

■
場
所
／
倶
知
安
小
学
校
体
育
館

■
費
用
／
無
料

■
持
ち
物
／
運
動
に
適
し
た
服
装
、
ラ

　

ケ
ッ
ト
、
運
動
靴
、
飲
料
水

■
締
切
／
10
月
18
日
㈬

■
申
込
・
問
合
せ
／
倶
知
安
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

　

協
会
☎
０
９
０
―
９
０
８
９
―
７
６
７
２

　
（
イ
カ
リ
）
ま
た
は
町
総
合
体
育
館
へ

■
場
所
／
倶
知
安
厚
生
病
院
生
療
セ
ン

タ
ー
（
北
4
東
1
）

【
10
月
14
日
㈯
】
た
っ
ぷ
り
当
事
者
研
究

■
講
師
／
向
谷
地　

生
良
氏

■
時
間
／
13
時
30
分
受
付
、
14
時
～
17
時

■
参
加
費
／
2
千
円

【
10
月
15
日
㈰
】
生
き
方
学
会

■
時
間
／
9
時
受
付
、
9
時
30
分
～
12
時

■
参
加
費
／
１
２
０
０
円

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｍ
ｉ
Ｍ
ａ
Ｔ
ａ

　

☎
23
―
４
３
５
０
（
筒
井
）

■
テ
ー
マ
／
心
地
よ
く
暮
ら
す
～
わ
が
家

　

の
物
と
お
金
の
管
理
～

■
日
時
／
10
月
26
日
㈭
・
28
日
㈯
、
10
時

　

～
11
時
30
分

■
場
所
／
後
志
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
参
加
費
／
４
５
０
円

■
そ
の
他
／
託
児
有
（
２
０
０
円
）

　

※
参
加
・
託
児
と
も
要
予
約

問
倶
知
安
友
の
会
☎
23
―
２
５
９
５（
古
谷
）、

　

☎
21
―
２
５
５
２
（
梅
津
）

　

記
載
し
て　

saitou.kuniharu@

　

pref.hokkaido.lg.jp

か
Ｆ
Ａ
Ｘ
22
―

　

０
９
０
５
で
申
込
み

■
主
催
／
羊
蹄
を
楽
し
み
隊

問
振
興
局
建
設
指
導
課
☎
23
―
１
３
７
５

芸
術
文
化
活
動
の
祭
典
「
倶
知
安
町
総

合
文
化
祭
」
が
今
年
も
開
催
さ
れ
ま
す
。

ス
テ
ー
ジ
発
表
で
は
、
演
奏
や
踊
り
、

の
ど
自
慢
が
披
露
さ
れ
、作
品
展
示
で
は
、

幼
児
の
作
品
か
ら
、
生
花
や
手
芸
品
、
陶

芸
品
、
サ
ー
ク
ル
で
時
間
を
か
け
た
力
作

ま
で
所
狭
し
と
並
び
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
15
日
㈰
、
13
時
開
場
、
13

　

時
30
分
開
演

■
場
所
／
町
公
民
館
大
ホ
ー
ル

■
曲
目
／
歌
劇
「
王
冠
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

　

序
曲
、上
を
向
い
て
歩
こ
う
、演
歌
ヒ
ッ

　

ト
ソ
ン
グ
メ
ド
レ
ー　

他

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－9－ －8－

【公的年金からの町道民税の特別徴収】

■対象者と特別徴収される税額

　平成 29 年４月１日に 65 歳以上で、前年中の公的年金に

係る町道民税額が生じた方は、次の①または②のとおりと

なります。

①平成 28 年 4 月 2 日～平成 29 年 4 月 1 日に 65 歳になっ

　た方または昨年度特別徴収が中止になった方

　今年 10 月から公的年金特別徴収が始まります。年税額

の半分を 2 回に分けて（6・8 月納期分）納付書や口座振

替で納め（普通徴収）、残りの半分を 3 回に分けて（10・

12・2 月分）年金から引き落とし（特別徴収）となります。

②平成 28 年 4 月１日以前に 65 歳になった方

　昨年度特別徴収が中止になった方以外は引き続き年金よ

り引き落としとなります。昨年度に年金から引き落とされ

た額の 6分の 1ずつを、今年の 4・6・8月分年金からそれ

ぞれ引落とすこととなっており（仮徴収）、さらに後に確

定した本年度分の年税額から、仮徴収の額を差引いた残り

の額を 3 回に分けて（10・12・2 月分）年金から引き落と

し（本徴収）となります。

※本年度分の計算の結果、年税額が仮徴収額より少ない場

　合は還付金が発生します。これは本年度分年税額が 6月

　に確定するためです（該当者には連絡済）

※公的年金より特別徴収される町道民税は公的年金に係る

　分のみです。公的年金以外の所得に係る町道民税は、公

　的年金特別徴収とは別に納付書、口座振替または給与天　

　引きにより納めていただきます

※次に該当する方は対象となりません

　・もともと町道民税が非課税の方

　・町道民税の引き落とし額が公的年金の額を超える方

　・年金の給付額の年額が 18 万円未満の方　など

問町税務課住民税係　☎ 56-8003

募

集

開

催

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

■
募
集
人
員
／
１
名

■
勤
務
場
所
／
町
役
場　

国
保
医
療
係

■
業
務
内
容
／
国
保
・
医
療
給
付
事
務

■
勤
務
開
始
日
／
10
月
～

■
勤
務
時
間
／
週
５
日
8
時
45
分
～
16
時

　
（
週
31
時
間
25
分
）

■
賃
金
・
身
分
／
月
額
11
万
～
15
万
程
度

　
（
職
歴
換
算
）・
一
般
職
非
常
勤
職
員

■
要
件
／
エ
ク
セ
ル
・
ワ
ー
ド
を
使
え
る

　

方
で
町
内
在
住
か
近
隣
町
村
で
通
勤
可

　

能
な
方

■
任
用
期
間
／
１
年
以
内

■
そ
の
他
／
社
保
、
雇
用
保
険
、
公
務
災

害
補
償
有

※
9
月
か
ら
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
求
人
募
集

　

し
随
時
受
付
て
い
ま
す
の
で
す
で
に
採

用
が
決
定
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
応
募
の
際
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
町
福
祉
医
療
課
国
保
医
療
係

　

☎
５
６
―
８
０
０
６

自
衛
官
候
補
生

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満

■
受
付
期
間
／
通
年

■
試
験
期
日
／

【
男
子
】
11
月
18
日
㈯
～
20
日
㈪
（
第
４

回
）、
12
月
16
日
㈯
（
第
５
回
）

【
女
子
】12
月
16
日
㈯
～
17
日
㈰（
第
５
回
）

防
衛
大
学
校
（
一
般
・
後
期
）

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
高

　

卒
者
ま
た
は
高
専
3
年
次
修
了
者
（
見

　

込
含
）

■
受
付
期
間
／
平
成
30
年
1
月
20
日
㈯
～

　

１
月
26
日
㈮

■
試
験
期
日
／
平
成
30
年
2
月
17
日
㈯

　
（
一
次
）、
3
月
9
日
㈮
（
二
次
）

高
等
工
科
学
校
生
徒

■
受
験
資
格
／

・
推
薦
／
男
子
で
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

　

未
満
の
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会
活
動
な

　

ど
に
顕
著
な
成
績
を
修
め
学
校
長
が
推

薦
で
き
る
者

・
一
般
／
男
子
で
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

　

未
満

■
受
付
期
間
／

・
推
薦
／
11
月
1
日
㈬
～
12
月
1
日
㈮

・
一
般
／
11
月
1
日
㈬
～
平
成
30
年
1
月

　

9
日
㈫

■
試
験
期
日
／

・
推
薦
／
平
成
30
年
1
月
6
日
㈯
～
8
日

㈪
※
い
ず
れ
か
1
日

・
一
般
／
平
成
30
年
1
月
20
日
㈯（
一
次
）、

2
月
4
日
㈰
（
二
次
）

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

■
募
集
期
間
／
10
月
2
日
㈪
～
13
日
㈮

一
般
世
帯
向
け
（
家
族
向
け
）

・
南
６
条
団
地
（
南
６
東
５
）
※
浴
室
、

浴
槽
無

3
Ｄ
Ｋ
1
戸

・
南
９
条
団
地
（
南
９
西
２
）
※
浴
室
有
、

　

浴
槽
無　

３
Ｄ
Ｋ
１
戸

一
般
世
帯
向
け
（
単
身
可
）

・
白
樺
団
地
（
北
4
東
8
）

　

2
Ｄ
Ｋ
１
戸

修
繕
な
ど
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま
で

日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

赤
十
字
講
習
会

自
衛
官
募
集

特
設
行
政
・
人
権
相
談
所

■
抽
選
日
時
／
10
月
10
日
㈫
10
時
～

■
抽
選
会
場
／
町
公
民
館
2
階
研
修
室

■
募
集
住
宅
／

一
般
世
帯
向
け
※
い
ず
れ
も
3
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
南
４
条
団
地
（
南
4
東
1
）

・
え
ぞ
富
士
団
地
（
南
4
東
6
）

■
申
込
場
所
・
期
間
／
町
公
民
館
・
10
月

2
日
㈪
～
4
日
㈬
9
時
～
19
時
30
分

■
入
居
予
定
日
／
平
成
29
年
12
月
中
旬

■
そ
の
他
／
入
居
に
関
す
る
要
件
は
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
マ
ン
シ
ョ
ン
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
㈱

　

☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

町
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
30
年
度
小

学
校
１
年
生
と
な
る
児
童
を
対
象
と
し
た

健
康
診
断
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
。

診
断
項
目
は
内
科
検
診
・
歯
科
検
診
・
聴

力
検
査
・
視
力
検
査
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
10
月
中
旬
に
各
家
庭
へ
配
布

の
問
診
票
か
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
健
診
日
時
／
11
月
8
日
㈬
、
12
時
45
分

　

～
受
付
開
始

■
会
場
／
町
保
健
福
祉
会
館（
北
３
東
４
）

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

☎
56
―
８
０
１
８

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

■
日
時
／
10
月
21
日
㈯
13
時
30
分
～
16
時

■
場
所
／
町
公
民
館
研
修
室（
南
３
東
４
）

■
相
談
委
員
／

　

山
品　

幸
子
（
や
ま
し
な　

ゆ
き
こ
）　

　

☎ 

22
―
０
８
５
１

　

池
田　

寿
恵
子
（
い
け
だ　

す
え
こ
）　　

　

☎ 

22
―
１
７
２
２

　

本
間　

栄
（
ほ
ん
ま　

さ
か
え
）

☎
22
―
３
５
４
４

行
政
苦
情
１
１
０
番

☎
０
５
７
０
―
０
９
０
―
１
１
０

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０

問
町
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　

☎
56
―
８
０
０
５

赤
十
字
雪
上
安
全
法
救
助
員
養
成
Ⅰ

■
日
時
／
11
月
12
日
㈰
9
時
～
17
時

■
受
講
対
象
／
満
18
歳
以
上
の
救
急
法
救

　

急
員
の
資
格
を
有
し
、
一
定
の
ス
キ
ー

　

技
術
を
有
す
る
方

■
場
所
／
町
総
合
体
育
館
２
階
研
修
室

■
受
講
料
／
７
０
０
円
（
当
日
）

■
申
込
み
／
10
月
27
日
㈮
ま
で
に
氏
名
、

　

住
所
、
電
話
番
号
、
生
年
月
日
を
添
え

て
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
宛
て

問
日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
町
住

　

民
環
境
課
生
活
安
全
係
内
）
☎
56
―

　

８
０
０
５
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
23
―
２
０
４
４
）

■
開
催
日
時
／
10
月
22
日
㈰
、
9
時
（
受

　

付
）、
9
時
30
分
（
ス
タ
ー
ト
）

■
集
合
場
所
／
半
月
湖
駐
車
場（
字
比
羅
夫
）

■
参
加
料
／
２
０
０
円（
保
険
料
代
ほ
か
）

■
参
加
年
齢
／
小
学
生
以
上
（
小
学
校
３

　

年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

■
申
込
方
法
／
氏
名
・
所
属
団
体
（
会
社

　

名
）・
学
校
名
（
小
学
生
は
学
年
）
を

平
成
29
年
度
第
３
回
く
っ
ち
ゃ
ん

フ
ッ
ト
パ
ス
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

少
年
少
女
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室

新
就
学
児
童
健
康
診
断

国
民
健
康
保
険
非
常
勤
職
員

町
総
合
文
化
祭

月 日 曜日 行　　事
10 21 土 鼓魂東西・和太鼓の響演 2017

11
3 金
（祝）

芸能発表会
文化賞・文化奨励賞授与式
児童生徒作品展入賞者表彰式

5 日 倶知安町連合吟詠剣詩舞発表会
11 土 町民音楽祭

日　　程 展示対象
10 月 25 日（水）～ 11 月 12 日（日）幼児・小中学生
11月 3日（金・祝）～11月 5日（日）サークル・一般

・ステージ発表（公民館大ホール）

・各種展示日程（公民館・世代交流センター）

こ
こ
ろ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
in
倶
知
安

く
ら
し
と
家
計
の
講
習
会

倶
知
安
中
学
校
吹
奏
楽
部
定
期
演
奏
会

町
営
住
宅
入
居
者
募
集



　

手
数
料
な
ど

■
補
助
金
額
／
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
8

問
町
農
林
課
畜
産
林
政
係
☎
56
―
８
０
１
０

様
々
な
事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
せ
な

い
子
ど
も
た
ち
を
、
自
分
の
家
庭
に
受
け

入
れ
て
育
て
る
方
の
こ
と
を
「
里
親
」
と

言
い
ま
す
。「
里
親
」
は
特
別
な
方
だ
け

で
は
な
く
、
普
通
の
家
庭
の
親
御
さ
ん
た

ち
で
も
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
里

親
と
し
て
登
録
し
、
家
庭
で
生
活
で
き
な

い
子
ど
も
た
ち
の
養
育
を
担
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

問
北
海
道
中
央
児
童
相
談
所
☎
０
１
１
―

　

６
３
１
―
０
３
０
１
（
矢
野
・
髙
橋
）

■
日
時
／
10
月
13
日
㈮
、
13
時
～
15
時

■
場
所
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
中
ホ
ー
ル

※
参
加
料
無
料

問
町
総
務
課
総
務
係
☎
56
―
８
０
０
０

し
た
。
そ
の
た
め
、
後
納
制
度
を
利
用
し

不
足
し
て
い
る
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、
年
金
の
受
給
が
で
き
な
か
っ
た
方
が

資
格
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は
で
き

ま
せ
ん
。
※
制
度
利
用
の
際
は
要
申
込

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４

　

小
樽
年
金
事
務
所

　

☎
０
１
３
４
―
23
―
４
２
３
６

人
や
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た
め
、
野

犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対
象
）
を

実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
１
日
～
12
月
30
日

愛
犬
が
対
象
と
な
ら
な
い
よ
う
次
の
こ

と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
逃
げ
出
せ
る
環
境
で
犬

　

を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

　

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

　

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

　

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
町
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生

　

係
☎
56
―
８
０
０
８

　

平
成
30
年
度
よ
り
町
内
小
学
校
で
使
用

す
る
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
教
科
書

採
択
に
関
す
る
資
料
を
開
示
し
ま
す
。

■
開
示
期
間
／
平
成
29
年
9
月
1
日
～
平

　

成
34
年
3
月
31
日

■
開
示
場
所
／
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

プ
ロ
の
美
容
師
が
お
子
さ
ん
を
カ
ッ
ト

し
な
が
ら
無
料
で
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
16
日
㈪
10
時
～
11
時

■
場
所
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
2
階

問
美
容
室
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｕ
☎
55
―
５
７
５
１

　

美
容
室
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
☎
22
―
５
２
２
１

子
ど
も
が
遊
べ
る
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
、

町
内
の
飲
食
店
も
多
数
出
展
予
定
で
す
。

■
日
時
／
10
月
17
日
㈫
10
時
30
分
～
12
時

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー

※
小
銭
、
エ
コ
バ
ッ
グ
の
協
力
を
お
願
い

　

し
ま
す
。
一
般
出
店
、
飲
食
店
募
集
中

問
見
上
☎
０
９
０
―
２
９
７
８
―
２
０
８
４

　
（
平
日
９
時
～
16
時
）

過
去
5
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で
将
来
の
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
後
納
制
度

が
、
平
成
27
年
10
月
～
平
成
30
年
9
月
の

3
年
間
に
限
り
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
年
金
額
を
増

や
す
こ
と
や
、
年
金
の
受
給
が
で
き
な

か
っ
た
方
が
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

従
来
、
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
に
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期
間

な
ど
を
合
算
し
た
資
格
期
間
が
原
則
25
年

以
上
必
要
で
し
た
が
、
平
成
29
年
8
月
か

ら
資
格
期
間
が
10
年
以
上
で
老
齢
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

消費生活展のご案内

11 月の町総合文化祭に併せて例年消費生活

展を開催しており、今年は以下のとおり開催

を予定しています。

◇日時　11 月 3 日（金・祝）～ 5日（日）

◇場所　町世代交流センター内

◇内容　悪質な詐欺にだまされないように

　　　　地域の生産品の紹介

　　　　リサイクル・リフォームの知恵展示

　　　　牛乳消費拡大運動の料理レシピ

　　　　会員の手作りコーナー

リサイクルやリフォームに関する知恵を募集

します。展示できる作品がありましたら、10

月 20 日（金）～ 25 日（水）の期間に消費者

協会事務局へ提出してください。皆さまのご

協力をお願いします。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

－10－

国
民
年
金
保
険
料
「
後
納
制
度
」

は
平
成
30
年
９
月
ま
で

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

暖
房
器
具
の
使
用
が
増
え
、
火
災
が
多

く
発
生
す
る
季
節
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、

「
火
の
用
心

こ
と
ば
を
形
に

習
慣
に
」

を
合
言
葉
に
、
10
月
15
日
か
ら
10
月
31
日

ま
で
の
期
間
、
全
道
一
斉
火
災
予
防
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
こ
と
に
気
を

つ
け
ま
し
ょ
う
！

○
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置
か
な

　
い

○
コ
ン
ロ
を
使
用
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な

　
い

○
寝
た
ば
こ
は
し
な
い
。
灰
皿
に
吸
殻
を

　
溜
め
て
お
か
な
い

○
ス
ト
ー
ブ
の
真
上
に
洗
濯
物
を
干
さ
な

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

9 月 14 日 ( 木 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 29 年 平成 28 年
人　身 16 件 20 件
物　損 375 件 408 件
死　者 0 名 0 名

8 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 29 年 平成 28 年
火　災 10 件 5 件
救　急 599 件 579 件
救　助 19 件 28 件
その他 117 件 59 件

8 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

　
い
。
燃
え
や
す
い

　
物
を
近
づ
け
な
い

○
子
ど
も
の
手
が
届

　
く
所
に
ラ
イ
タ
ー

　
な
ど
を
置
か
な
い

○
電
気
コ
ー
ド
を
束

　
ね
て
使
用
し
た
り

　
タ
コ
足
配
線
を
し

　
な
い

人の動き　平成 29 年 8月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,351 人

 7,737 人

 7,614 人

7,991 世帯

（前月比 +  5）

（前月比 +  4）

（前月比 +  1）

（前月比 -  4）

うち外国籍住民 554人（前月比 - 10）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
空
き
巣
）
事
件
の
発
生

留
守
中
の
一
戸
建
住
宅
に
空
き
巣
が
入

る
事
件
が
あ
り
ま
し
た

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
の
発
生

　

駐
車
場
に
駐
め
て
い
た
車
両
か
ら
現
金

が
盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
貴
重

品
を
車
内
に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い

▽
窃
盗
（
脱
衣
場
ね
ら
い
）
の
発
生

ホ
テ
ル
脱
衣
場
か
ら
客
の
時
計
が
盗
ま

れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た

▽
窃
盗
（
自
転
車
盗
）
の
発
生

物
置
内
か
ら
自
転
車
が
盗
ま
れ
る
事
件

が
発
生
し
ま
し
た

※
他
に
も
1
件
、
同
様
の
事
件
を
認
知

交
通
事
故

▽
8
月
6
日
、
国
道
の
十
字
路
交
差
点
に

お
い
て
、
前
方
不
注
視
に
よ
り
、
信
号
待

ごめいふくをお祈りします
　

　報道などによれば、後志管内において振込め詐欺が発生してい

るようです。

　「法務局管理センター」などを名乗るところから「民事訴訟裁

判通告書」などと記載されたはがきや電子メールが送られてきて、

あたかも料金の未納があり、裁判を提起されたと思い込ませ、連

絡をとらせた後、支払いを要求されるというものです。

　訴え提起の場合の裁判所からの通知は、原則として特別送達と

いう方法で郵送され、はがきや電子メールで連絡をとることは通

常ありません。

　ただし、支払督促と呼ばれる手続きについては、特別送達では

ありますが、封書大の簡易な書面で届くことがあります。支払督

促は、内容が事実かどうかを審査せずに発令され、2 週間以内に

異議を申し立てない場合、強制執行が可能になる簡易な制度です

が、この手続きを悪用する業者も現れています。

　支払督促の内容に覚えがなく詐欺だと思って放置すると、強制

執行がなされるなどの不利益を受けかねませんので、裁判所から

の正式な書面については、きちんと対応する必要があります。

　もっともはがきに書かれた番号に安易に電話をすると、詐欺集

団に繋がる可能性もありますので注意が必要です。裁判所に電話

をすれば、そのはがきが正式な書面であるか、また本当にそのよ

うな事件があるかについて教えてくれます。

　もし不審なはがきや電子メールを受け取って、詐欺かどうか判

断がつかないときは専門家などにご相談ください。

－11－

裁
判
所
手
続
き
の
悪
用
に
注
意

倶知安ひまわり
基金法律事務所

弁護士渡邉　恵介
　☎    21-6228
　HP www.kutchan-himawari-
          lawoffice.com

ち
停
止
中
の
車
両
に
追

突
す
る
事
故
が
発
生
し

ま
し
た

▽
8
月
20
日
、
道
道
の

左
カ
ー
ブ
に
お
い
て
、

バ
イ
ク
が
ブ
レ
ー
キ
操

作
を
誤
り
、
対
向
車
と

衝
突
す
る
事
故
が
発
生

し
ま
し
た
。

周

知

平
成
29
年
度
男
女
平
等
参
画
講
演
会

■
留
意
点
／
開
示
は
原
則
閲
覧
方
式
と
な

　

り
、
閲
覧
の
際
に
閲
覧
日
・
氏
名
・
住

所
な
ど
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
資
料
の
複
写
は
有
料

※
現
在
小
中
学
校
で
使
用
す
る
道
徳
以
外

　

の
教
科
書
も
開
示
し
て
い
ま
す
。
希
望

の
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
56
―
８
０
１
８

町
で
は
、
農
作
物
の
被
害
防
止
の
た
め

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
必
要
な
狩
猟
免
許
を

新
た
に
取
得
し
た
方
に
、
取
得
に
要
し
た

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
狩
猟
免
許
種
類
／
第
一
種
銃
猟
免
許
、

　

わ
な
猟
免
許

■
対
象
条
件
／

・
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
の
あ
る
方

・
猟
友
会
に
入
会
し
、
町
が
行
う
鳥
獣
捕

獲
に
５
年
間
従
事
す
る
方

・
町
税
に
滞
納
が
な
い
方

■
補
助
対
象
経
費
／
狩
猟
免
許
試
験
申
請

チ
ャ
イ
ル
ド
カ
ッ
ト
前
髪
カ
ッ
ト
講
座

親
子
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

教
科
書
採
択
に
関
す
る
資
料
の
開
示

野
犬
掃
討
を
実
施

狩
猟
免
許
の
取
得
経
費
補
助

里
親
制
度
に
つ
い
て


